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第７回 八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会 

■今年度の検討の進め方等

１．今年度の検討の進め方について 

２．第 7 回策定委員会における検討内容について 

■都市計画マスタープラン：全体構想（素案）

■立地適正化計画：居住誘導区域について 資料２
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資料１ 



■今年度の検討の進め方等

１．今年度の検討の進め方について 

 平成 29 年度は「都市計画マスタープラン」の全体のとりまとめを行います。

 また、「立地適正化計画」については、平成 28 年度末に「都市機能誘導区域」の設定・

公表を行いましたが、平成 29 年度には「居住誘導区域」を設定し、計画全体のとりま

とめを行う予定です。

２．第７回策定委員会における検討内容について 

 第 7 回策定委員会（9/4）では、都市計画マスタープランの『全体構想』全般、および、

立地適正化計画の『居住誘導区域』についてご意見をいただきます。
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第２章 全体構想 

１ 都市計画の基本理念 

２ 将来都市像 

３ 将来都市構造 

４ まちづくりの方針 

４-１ 土地利用 

４-２ 交通 

４-３ 水とみどり 

４-４ 景観 

４-５ 防災 

４-６ その他都市施設 

４-７ 協働のネットワーク 

（素案） 

※ここから先は検討中の内容であるため非公開とする。




